
・路線バスが始発から運行した場合は通常どおり業務を行います。 

・午前 10 時以前に暴風警報解除・路線バスが運行した場合は午後

0 時 30 分以降の火葬業務を行います。 

・午前 10 時から午後 0 時の間に暴風警報解除・路線バスが運行し

た場合は午後 14 時 30 分以降の火葬業務を行います。 

・午後 0 時以降に暴風警報解除・路線バスが運行した場合は、その

日の火葬業務は行いません。 

※ ただし炉が正常に稼働する場合及び葬儀社・喪家様の都合のつく

場合に限ります。 

 

・暴風警報解除・路線バスが運行された 2 時間 30 分後から受付業

務を開始します。 

・午後 2 時 45 分以降に暴風警報解除・路線バスが運行された場合

は、その日の受付業務は行いません。 
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